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議案第４４号

    平成２７年度笠間市工業用水道事業会計予算

　（総　則）
第１条　平成２７年度笠間市工業用水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。　

　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

（１） 給 水 件 数 4 件
（２） 年 間 総 給 水 量 149,694 ㎥
（３） 一日平均給水量 409 ㎥

　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

収　　入 支　　出
　第１款　工業用水道事業収益　 29,885 千円 　第１款　工業用水道事業費用　 28,074 千円
　第１項 営 業 収 益 29,347 千円 第１項 営 業 費 用 25,069 千円
　第２項 営 業 外 収 益 538 千円 第２項 営 業 外 費 用 1,501 千円

第３項 特 別 損 失 4 千円
第４項 予 備 費 1,500 千円

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第４条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。　

　第１款　工業用水道事業費用
　第１項 営 業 費 用
　第２項 営 業 外 費 用
　第３項 特 別 損 失
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第５条　次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその
　経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。  

（１） 職 員 給 与 費 7,752 千円

　（たな卸資産購入限度額）
第６条　たな卸資産の購入限度額は，1,000千円と定める。　

　　　平成２７年３月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠間市長　　山口　伸樹　　
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